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東京文教学院 学則 

 

第一章  総 則  

 

 （目的）  

第１条  本学は、第二言語として日本語を習得しようとする者に対して、  

異文化理解の精神を踏まえた日本語の教育を行う。  

また、日本に進学を希望する外国人留学生に対する予備教育を

行い、国際的に通用する人材を育成するために全力を尽くす。  

 

 （名称）  

第２条  本学は、東京文教学院という。  

 

（位置）  

第３条  本学は東京都江東区亀戸６丁目３２—７に置く。  

 

（自己点検・評価）  

第４条  本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的及び国際社    

    会に通用する人材を育成するという使命を達成するため、本学

における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うも

のとする。  

 

第二章  コース、修業期間、収容定員及び休業日  

 

（コース、修業期間、収容定員）  

第５条  本学のコース、修業期間及び収容定員は次の表のとおりとする。 

第 1 部・第２部  コース名  修業期間  収容定員  クラス数  備考  

第１部  

進学  

コース  

１年６月  

１年９月  

２年  

１４名  

１７名  

４０名  

１クラス  

１クラス  

２クラス  

１０月生１４名  

７月生１７名  

４月生４０名  

小計  ７１名  ４クラス   

第２部  

進学  

コース  

１年６月  

１年９月  

２年  

１４名  

１７名  

４０名  

１クラス  

１クラス  

２クラス  

１０月生１４名  

７月生１７名  

４月生４０名  

小計  ７１名  ４クラス   

計  １４２名  ８クラス   
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 （始期・終期等）  

第６条  本学の各コースは、４月、７月及び１０月に始まり、 3 月に  

    終わる。  

２   前項の期間を分けて、次の学期とする。  

(1)  第１学期  ４月  １日から  ６月３０日まで  

(2)  第２学期  ７月  １日から  ９月３０日まで  

(3)  第３学期１０月  １日から１２月３１日まで  

(4)  第４学期  １月  １日から  ３月３１日まで  

 

（休業日）  

第７条  本学の休業日は、次のとおりとする。  

(1)  土曜日・日曜日  

(2)  国民の祝日に関する法律で規定する休日  

(3)  夏期休業（８月上旬から８月中旬まで）  

(4)  秋期休業（９月下旬から１０月上旬まで）  

(5)  冬期休業（１２月下旬から 1 月上旬まで）  

(6)  春期休業（ 3 月中旬から４月上旬まで）  

２   教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認

めときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うこと

ができる。  

３   非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時

に授業を行わないことができる。  

 

 （授業の終始時刻）  

第８条  授業の終始時刻は校長が定める。  

 

  第３章  教育課程、授業時間数、学習の評価及び教職員組織  

 

（教育課程）  

第９条  本学の教育課程及び授業時間数は、次のとおりとする。ただし、  

    ここにいう授業時間数の１単位時間は４５分とする。  

（ 1）【進学コース】  

授業科目  内容  
週当たり授

業時間数  

総合  

日本語  

メインテキストを使用し、内容把握、文法練習、意見発表、

短作文練習など、総合的に日本語を学習する。  
８時間  

読解  

レベルに応じた長さ、内容で自然な日本語の文章を読み取る

力を養う。また留学試験、日本語能力試験対策も並行して行

い、７月期からは私立大学入試対策、10 月からは専門学校入

２時間  
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試対策も行う。  

聴解  

レベルに応じた速さで、内容を把握できるようにする。さら

にレベルに応じてノートテイクの練習も行い、中級以上の大

量一方向情報にも対応できるように初級時から練習を行う。

初級終了後は、留学試験、日本語能力試験対策も始め、試験

に間に合うよう対策授業を行う。  

２時間  

文法練習  レベルに応じ、必要な文法を学習または復習し、確実に身に

つけるよう練習する。インプットだけで終わるのではなく、

産出、運用能力育成までを到達目標とし、初級の時から練習

を行う。  

２時間  

作文  学習した文型を使い、正確なで文章が書けるようにする。初

級終了後は日本留学試験の記述問題対策、入試の論文対策等

も行う。  

２時間  

会話練習  日本語で自分の考えを述べたり発表したりできるようになる

ことを目標に、レベルに応じ必要なコミュニケーション能力

を養う。１０月期、 1 月期には入試面接練習も行う。  

２時間  

文字・語

彙演習  

漢字の音・訓、同音異義語等複雑な日本語の文字表現を習得

する。目標数の語彙を習得できるよう練習するとともに、中

上級〜上級では細かい意味の相違、使い分け等も学習する。  

２時間  

※  ただし、上記の時間数はレベルにより若干の相違がある。  

 

 （学習評価）  

第 10 条  学習の評価は、試験成績、平常評価等を総合して決定し、 A か  

     ら E の５段階評価とする。  

 

（教職員組織）  

第 11 条  本学に次の教職員を置く。  

（ 1）  校長  

（ 2）  主任教員  

（ 3）  教員       ８名以上  

（ 4）  生活指導担当者  ２名以上（ただし、校長、主任教員、職員等

が兼任できる）  

（ 5）  事務職員     ２名以上（うち専任１名以上）  

２  前項のほか、必要な職員を置くことができる。  

３  校長は校務をつかさどり、所属教職員を監督する。  

４  校長及び主任教員、専任教員、クラス担当、及び生活指導  

  担当者は週１回会議を開き、学生の状況を把握する。  

５  必要に応じ、顧問を置くことができる。  
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  第四章  入学、休学、退学、卒業及び賞罰  

 

（入学資格）  

第 12 条  本学の入学資格は、次の各号のいずれか該当していること。  

（ 1）  １２年以上の学校教育またはそれに準じる課程を終了している

者  

（ 2）  原則として年齢が満１８歳以上の者  

（ 3）  正当な手続によって日本国への入国を許可される見込みのある

者  

（ 4）  信頼のおける保証人を有する者  

（ 5）  真に日本での学習の必要性があり、はっきりとした目的意識の

ある者  

 

（入学時期）  

第 13 条  本学への入学は年３回とし、その時期は４月、７月及び  

     １０月とする。  

 

（入学手続）  

第 14 条  本学の入学手続は次のとおりとする。  

（ 1）  本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他  

の書類に必要事項を記載し、第２０条に定める入学検定料を添  

えて、指定期日までに出願しなければならない。  

（ 2）  前項の手続を完了した者に対して選考を行い、入学者を決定す

る。  

（ 3）  本学に入学を許可された者は、指定期日までに第２０条に定め  

る入学金および必要な書類を添えて、入学の手続きをしなけれ

ばならない。  

 

 （休学・復学）  

第 15 条   学生が疾病その他やむを得ない事由によって、３日以上休学し  

     ようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届  

     に、必要な書類を添え申請し、校長の許可を受けなければなら    

     ない。  

  ２   休学した者が復学しようとする場合には、校長にその旨を届け   

    出て、校長の許可を得て復学することができる。  

 

（退学）  
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第 16 条  退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けな  

         ければならない。  

 

 （修了・卒業の認定）  

第 17 条  校長は、教育課程で定められた各授業科目について第１０条に  

     定める学習の評価を行い、一定の評価を受けた者に対して該当        

     科目の修了を認定する。  

  ２   校長は、本学所定の課程を修了し、一定の出席率を保った者に  

       対して、卒業証書を授与する。  

 

 （褒賞）  

第 18 条   校長は、成績優秀かつ他の学生の模範となる者に対して、褒賞  

         を与えることができる。  

 

 （懲戒処分）  

第 19 条  学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本  

         分にもとる行為があったときは、校長は該当学生に対して懲戒  

         処分を行うことができる。  

  ２  懲戒処分の種類は、訓告、停学、退学及び除籍の３種とする。 

  ３  前項の除籍は、次の各号のいずれかに該当する学生に対しての  

       み行うものとする。  

（ 1）  性行不良で改善の見込みがないと認められる者  

（ 2）  学力劣等で成業の見込みがないと認められる者  

（ 3）  正当な理由なく出席が常でない者  

（ 4）  学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者  

     ４  前項の除籍処分を受けた者に対しては、一切の証明書を発行し  

         ないものとする。  

 

  第５章  学生納付金  

 

  （学生納付金）  

第 20 条  本学の学生納付金は次のとおりとする。  

（ 1）  入学検定料       ２１０００円  

（ 2）  入学金        ３００００円  

（ 3）  授業料        ６２０００円（月額）  

（ 4）  施設費等          ２４０００円（年額）  

 

  （納入）  

第 21 条  学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期  

     日までに納入しなければならない。  
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  ２   学生が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期に属  

     する月の翌月から授業料を免除することがある。  

  ３   特別の事由がある場合、第１項の規定にかかわらず、別に定め  

     るところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある。 

 

  （滞納）  

第 22 条  学生が、正当な理由なく、かつ所定の手続きを行わずに、授業  

     料を３ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがない  

     場合には、校長は該当学生に対して自主退学の勧告、あるいは  

     除籍を命じることができる。  

 

  （学生納付金の返還）  

第 23 条  既に納入した学生納付金は、原則として返還しない。  

 

  第６条  雑則  

 

  （寄宿舎）  

第 24 条  寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。  

 

  （健康診断）  

第 25 条  健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより実施する。  

 

  （細則）  

第 26 条  この学則の施行についての細則は、校長が別に定める。  

 

  付  則  

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。  

この学則の改定は、平成３０年４月１日から施行する。  

この学則の改定は、平成３１年７月１日から施行する。  

 この学則の改定は、令和０３年４月１日から施行する。  

この学則の改定は、令和０６年７月１日から施行する。  

 


